
令和５年和泉市議会第４回定例会議案書（報告その他議案）目次 

種別及び番号 件                                            名 摘    要 

報告第１７号 専決処分の報告について（工事請負変更契約の締結について（市立南松尾はつが野学園増築工事）） Ｐ． ２ 

議案第６５号 公の施設の指定管理者の指定について（和泉府中駅前自動車駐車場） Ｐ． ５ 

議案第６６号 市道路線の認定について（伯太町５２号線ほか４０路線） Ｐ． ７ 

議案第７０号 工事請負変更契約の締結について（（仮称）和泉市立槇尾学園整備事業） Ｐ．１９ 

議案第７１号 工事請負契約締結について（（仮称）和泉市立富秋学園整備事業） Ｐ．２１ 

議案第７２号 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市コミュニティセンター） Ｐ．２５ 

議案第７３号 公の施設の指定管理者の指定について（和泉市温水プール） Ｐ．２７ 

 



報告第 １７ 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により、これ

を報告する。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   
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専決第 ８ 号 

 

   工事請負変更契約の締結に関する専決処分について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和４４年和泉市条例第９号）第７号

の規定により、工事請負変更契約の締結について、次のとおり専決処分する。 

 

  令和 ５ 年１１月１３日専決 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 市は、工事請負契約につき、次のとおり変更契約を締結する。 

１ 変更した工事請負契約   令和５年３月２４日議決に係る市立南松尾はつが野学園増築工事 

２ 契 約 者   和泉市長 辻  宏 康 

３ 変 更 契 約 の 内 容   契約金額 （当 初）３１１，７０５，９００円 

                    （変更後）３２１，１７８，０００円 

４ 変更契約の相手方   大阪市北区堂島浜一丁目４番４号 

               富国建設株式会社 

               代表取締役社長 北浦 嘉教 

５ 変 更 の 理 由   賃金及び物価の上昇に伴うスライド条項の適用 
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Ｎ

青葉はつが野小学校

和
泉
中
央
線

光明池春木線

位置図　S=1:5000
はつが野松尾寺線

はつが野116号線

専決処分の報告について

　（工事請負変更契約の締結について

　（市立南松尾はつが野学園増築工事))
位置図

報告第１７号参考資料

工事場所
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議案第 ６５ 号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者を指定することについて、次のとお

り議会の議決を求める。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１ 公の施設の位置及び名称             和泉市府中町一丁目２０番２号 

                          和泉府中駅前自動車駐車場 

２ 指定する団体の所在地、名称及び代表者の氏名   神奈川県横浜市港北区菊名七丁目３番２２号 

                          アマノマネジメントサービス株式会社 

                          代表取締役 小針 宏之 

３ 指定の期間                   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第 ６５ 号参考資料 

 

   指定する団体の概要（令和５年１０月１日現在） 

 

１ 団体の種類   株式会社 

２ 設立年月日   平成８年４月１１日 

３ 団体の目的   次の事業等を営むことを目的とする。 

          （１）駐車場の運営管理、保守及び保安業務の請負 

          （２）駐車場の経営 

          （３）駐車場設備機器の販売、賃貸及び保守業務 

          （４）労働者派遣業務 

          （５）施設警備業務 

          （６）前各号に付帯する一切の業務 

４ 役員数     １０人 
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議案第 ６６ 号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により、次のとおり市道の路線を認定する。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な

経過地 

１ 伯太町５２号線 147.8 4.9～11.8 伯太町四丁目３６番１０先 伯太町四丁目８０番２先  

２ 伯太町５３号線 138.9 4.5～9.8 伯太町四丁目８１番８先 伯太町四丁目７０番６先  

３ はつが野１３３号線 29.5 9.0 はつが野三丁目２３番１先 はつが野三丁目２３番２０先  

４ はつが野１３４号線 314.5 6.0～9.0 はつが野三丁目２４番２５先 はつが野三丁目２１番１１先  

５ はつが野１３５号線 465.8 6.0 はつが野三丁目３０番１４先 はつが野三丁目３３番４先  

６ はつが野１３６号線 95.8 6.0 はつが野三丁目２５番３先 はつが野三丁目２５番５先  

７ はつが野１３７号線 147.4 6.0 はつが野三丁目２７番５先 はつが野三丁目２７番６先  

８ はつが野１３８号線 151.7 6.0 はつが野三丁目３１番１５先 はつが野三丁目３１番１先  

９ はつが野１３９号線 151.5 6.0 はつが野三丁目２２番１先 はつが野三丁目３２番１先  

１０ はつが野１４０号線 120.0 6.0 はつが野三丁目２２番１４先 はつが野三丁目２２番７先  

１１ はつが野１４１号線 111.9 6.0 はつが野三丁目３４番１５先 はつが野三丁目３３番１先  

１２ はつが野１４２号線 41.2 6.0 はつが野三丁目３３番８先 はつが野三丁目３３番１３先  

１３ はつが野歩６８号線 10.7 4.0 はつが野三丁目２４番２０先 はつが野三丁目２４番２０先  
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整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な

経過地 

１４ はつが野歩６９号線 12.7 4.0 はつが野三丁目２６番１先 はつが野三丁目２６番１先  

１５ はつが野歩７０号線 31.0 4.0 はつが野三丁目２３番１１先 はつが野三丁目２３番１０先  

１６ はつが野歩７１号線 35.2 4.0 はつが野三丁目３０番７先 はつが野三丁目３０番２２先  

１７ はつが野歩７２号線 35.2 4.0 はつが野三丁目３１番８先 はつが野三丁目３１番２３先  

１８ はつが野歩７３号線 35.2 4.0 はつが野三丁目３２番８先 はつが野三丁目３２番１５先  

１９ はつが野歩７４号線 55.8 4.5～10.0 はつが野三丁目３４番２０先 はつが野三丁目３４番１先  

２０ はつが野１４３号線 216.3 6.0 はつが野四丁目５番９先 はつが野四丁目１３番１先  

２１ はつが野１４４号線 560.4 6.0 はつが野四丁目５番９先 はつが野四丁目１３番１先  

２２ はつが野１４５号線 189.3 6.0 はつが野四丁目４番７先 はつが野四丁目４番８先  

２３ はつが野１４６号線 168.8 6.0 はつが野四丁目２番７先 はつが野四丁目１１番１９先  

２４ はつが野１４７号線 140.0 6.0 はつが野四丁目７番５先 はつが野四丁目７番６先  

２５ はつが野１４８号線 122.9 6.0 はつが野四丁目１１番１８先 はつが野四丁目１１番５先  

２６ はつが野１４９号線 102.8 6.0 はつが野四丁目９番８先 はつが野四丁目９番１先  

２７ はつが野１５０号線 61.7 6.0 はつが野四丁目９番１８先 はつが野四丁目９番１５先  

２８ はつが野１５１号線 25.1 6.0～14.0 はつが野四丁目８番３先 はつが野四丁目８番１先  

２９ はつが野１５２号線 15.8 8.0 はつが野四丁目５番１先 はつが野四丁目５番１先  

３０ はつが野１５３号線 15.9 8.0 はつが野四丁目１０番１先 はつが野四丁目１０番１先  

３１ はつが野歩７５号線 12.0 6.0 はつが野四丁目１番１先 はつが野四丁目１番１先  

３２ はつが野歩７６号線 19.6 4.0 はつが野四丁目１番１１先 はつが野四丁目１番１１先  

３３ はつが野歩７７号線 28.3 4.0 はつが野四丁目２番２０先 はつが野四丁目２番２８先  

３４ はつが野歩７８号線 33.8 4.0 はつが野四丁目２番１４先 はつが野四丁目２番２先  

３５ はつが野歩７９号線 22.2 4.0 はつが野四丁目６番２先 はつが野四丁目６番１先  

３６ はつが野歩８０号線 11.3 4.0 はつが野四丁目６番１６先 はつが野四丁目６番１６先  

３７ はつが野歩８１号線 16.8 4.0 はつが野四丁目１１番１２先 はつが野四丁目１１番１２先  

３８ はつが野歩８２号線 29.3 4.0 はつが野四丁目９番５先 はつが野四丁目９番１１先  

３９ はつが野歩８３号線 25.5 4.0 はつが野四丁目９番１７先 はつが野四丁目９番１９先  
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整理 

番号 
路  線  名 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 起     点 終     点 

重要な

経過地 

４０ はつが野歩８４号線 17.7 4.0 はつが野四丁目８番１先 はつが野四丁目８番１先  

４１ 黒石町３号線 262.6 6.8～12.8 黒石町２９番３先 黒石町１０１３番先  

 

9



 

 

議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （伯太町５２号線ほか１路線） 

位置図 

Ｓ＝１：５０００ 

Ｎ 

凡   例 

起点         終点 

 

伯太町四丁目 

 

丸笠団地 

 

伯太町四丁目 

 

伯太町五丁目 
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   議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （伯太町５２号線ほか１路線） 

路線図 

Ｓ＝１：２５００ 

Ｎ 

 
凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

１ 伯太町５２号線 

２ 伯太町５３号線 

 

① 

② 
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 議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （はつが野１３３号線ほか１６路線） 

位置図 

Ｓ＝１：５０００ 

Ｎ 

 

はつが野三丁目 

 

松尾寺町 

 

緑ケ丘二丁目 

 

青葉はつが野

小学校 

 

凡   例 

起点         終点 
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  議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （はつが野１３３号線ほか１６路線） 

路線図 

凡   例 

起点         終点 

 

Ｓ＝１：３０００ 

 

Ｎ 

緑ケ丘二丁目 

 

整理番号 路線名 

３ はつが野１３３号線 

４ はつが野１３４号線 

５ はつが野１３５号線 

６ はつが野１３６号線 

７ はつが野１３７号線 

８ はつが野１３８号線 

９ はつが野１３９号線 

１０ はつが野１４０号線 

１１ はつが野１４１号線 

１２ はつが野１４２号線 

１３ はつが野歩６８号線 

１４ はつが野歩６９号線 

１５ はつが野歩７０号線 

１６ はつが野歩７１号線 

１７ はつが野歩７２号線 

１８ はつが野歩７３号線 

１９ はつが野歩７４号線 

 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ ⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 
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凡   例 

起点         終点 

 

はつが野四丁目 

 

Ｓ＝１：５０００ 

 

Ｎ 

春木町 

 

はつが野三丁目 

 

松尾寺町 

 

はつが野五丁目 

 

春木町 

 

議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （はつが野１４３号線ほか２０路線） 

位置図 
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        議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （はつが野１４３号線ほか２０路線） 

路線図 

Ｓ＝１：２５００ 

 

Ｎ 

整理番号 路線名 

２０ はつが野１４３号線 

２１ はつが野１４４号線 

２２ はつが野１４５号線 

２３ はつが野１４６号線 

２４ はつが野１４７号線 

２５ はつが野１４８号線 

２６ はつが野１４９号線 

２７ はつが野１５０号線 

２８ はつが野１５１号線 

２９ はつが野１５２号線 

３０ はつが野１５３号線 

３１ はつが野歩７５号線 

３２ はつが野歩７６号線 

３３ はつが野歩７７号線 

３４ はつが野歩７８号線 

３５ はつが野歩７９号線 

３６ はつが野歩８０号線 

３７ はつが野歩８１号線 

３８ はつが野歩８２号線 

３９ はつが野歩８３号線 

４０ はつが野歩８４号線 

 

はつが野四丁目 

 

凡   例 

起点         終点 

 

⑳

ン ㉑ 

㉒ 

㉓ ㉔ 

㉕ ㉖ 

㉗ 

㉘ 

㉙ 

㉚ 

㉛ 

㉜ ㉝ 

㉞ 

㉟ 

㊱ 

㊲ 

 

㊳ 

㊴ 

㊵ 
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 議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （黒石町３号線） 

位置図 

Ｓ＝１：５０００ 

Ｎ 

 
凡   例 

起点         終点 

 

黒石町 

 

平井町 
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 議案第 ６６ 号参考資料 

 市道路線の認定について 

 （黒石町３号線） 

路線図 

Ｓ＝１：２５００ 

Ｎ 

 
凡   例 

起点         終点 

 

整理番号 路線名 

４１ 黒石町３号線 

 

㊶ 
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議案第 ６６ 号参考資料 

 

   道路法（昭和２７年法律第１８０号）抜粋 

 

 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。 

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。 

３～５ 略 
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議案第 ７０ 号 

 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 （仮称）和泉市立槇尾学園整備事業請負変更契約を締結することについて、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年和泉市条例第１４号）第２条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１ 変更する工事請負契約   令和３年１２月１５日議決に係る（仮称）和泉市立槇尾学園整備事業 

２ 契 約 者   和泉市長 辻  宏 康 

３ 変 更 契 約 の 内 容   契約金額 （当 初） ３，４３０，７９０，０００円 

                    （変更後） ３，６２７，８１６，５００円 

４ 変更契約の相手方   大阪市北区紅梅町２番１８号 南森町共同ビル 

               松井建設・深阪工務店・山田綜合設計特定建設工事共同企業体 

               松井建設株式会社大阪支店 執行役員支店長 忽那 次男 

５ 変 更 の 理 由   賃金及び物価の上昇に伴うスライド条項の適用 
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Ｎ 

Ｓ＝１：５０００ 

国道１７０号 

和泉市中央消防署南分署 
小野田町 

国分町 

和泉市総合スポーツセンター 

事業箇所 

議案第 ７０ 号参考資料 

 工事請負変更契約の締結について 

 （（仮称）和泉市立槇尾学園整備事業） 

位置図 
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議案第 ７１ 号 

 

   工事請負契約締結について 

 

 （仮称）和泉市立富秋学園整備事業請負契約を締結することについて、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年和泉市条例第１４号）第２条の規定により、次のとおり議会の議決を求める。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１ 契約の目的       （仮称）和泉市立富秋学園整備事業 

２ 契 約 者       和泉市長 辻  宏 康 

３ 契約の方法       随意契約 

４ 契 約 金 額       ６，８８０，３９０，０００円 

５ 契約の相手方       大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目１番４３号 

               奥村組・内藤建築事務所・テクノ工営特定建設工事共同企業体 

               株式会社奥村組 関西支店 常務執行役員支店長 川谷 澤之 
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議案第 ７１ 号参考資料 

 

   （仮称）和泉市立富秋学園整備事業概要 

 

１ 工 事 場 所   和泉市富秋町二丁目地内 

２ 工 事 種 別   建築一式工事 

３ 工 事 内 容   新校舎・体育館整備工事 

           既存校舎・体育館除却工事 

           グラウンド・外構整備工事 

           基本・実施設計一式 

           工事監理 

４ 工 期   自 令和 ５年  月  日（議決の日） 

至 令和１０年 ３月３１日 
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議案第 ７１ 号参考資料 

 

   施設整備概要 

 

１ 延 床 面 積   約１１，７５０㎡ 

２ 敷 地 面 積   約４０，０００㎡ 

３ 新校舎階層   ３階建て 

４ 主な整備予定施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※設計協議により内容が変更となる場合があります。 

室名 室数 

普通教室 １８ 

予備教室 ９ 

特別支援教室 ７ 

特
別
教
室 

理科室 ２ 

音楽室 ２ 

美術室 １ 

技術室 １ 

家庭科室 ２ 

メディアセンター（図書室） １ 

多目的室 ３ 

職員室 １ 

保健室 ２ 

体育館 １ 

地域活動室 １ 

留守家庭児童会室 ４ 
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池上小学校 

議案第 ７１ 号参考資料 

 工事請負契約締結について 

 （（仮称）和泉市立富秋学園整備事業） 

                位置図 

大阪府立和泉総合高等学校 

府道大阪和泉泉南線 

計画地 

Ｓ＝１：５０００ 

国道２６号 
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議案第 ７２ 号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者を指定することについて、次のとお

り議会の議決を求める。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１ 公の施設の位置及び名称             和泉市府中町二丁目７番５号 

和泉市コミュニティセンター 

２ 指定する団体の所在地、名称及び代表者の氏名   東京都港区芝三丁目２３番１号 

                          株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 

                          代表取締役 古野 浩樹 

３ 指定の期間                   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第 ７２ 号参考資料 

 

   指定する団体の概要（令和５年１０月１日現在） 

 

１ 団体の種類   株式会社 

２ 設立年月日   昭和６３年４月８日 

３ 団体の目的   次の事業を行うことを目的とする。 

          （１）各種イベント、国際又は国内会議、研修会又は講演会、展示会又は見本市催事等の企画、立案、斡旋及び実施 

          （２）各種広告及び宣伝に関する事業 

          （３）各種施設の運営及び管理 

          （４）カルチャーセンターの運営等の教育に関する事業 

          （５）株式会社を含む各種法人又は団体の経営及び事業運営に関する業務 

          （６）前各号に附帯又は関連する一切の事業 

４ 役員数     ５人 
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議案第 ７３ 号 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者を指定することについて、次のとお

り議会の議決を求める。 

 

  令和 ５ 年１１月２７日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

１ 公の施設の位置及び名称             和泉市上町５８４番地の１ 

                          和泉市温水プール 

２ 指定する団体の所在地、名称及び代表者の氏名   大阪市西区土佐堀一丁目５番６号 

                          公益財団法人 大阪ＹＭＣＡ 

                          代表理事 小川 健一郎 

３ 指定の期間                   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第 ７３ 号参考資料 

 

   指定する団体の概要（令和５年１０月１日現在） 

 

１ 団体の種類   公益財団法人 

２ 設立年月日   明治４３年１２月２７日 

３ 団体の目的   青少年をはじめとするすべての人々の心身の発達と人格の向上を図り、奉仕の精神を養い、世界の平和と福祉社会の

実現に寄与することを目的とする。 

４ 役員数     ８人 
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